
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 の両端部に基板搬送用の第１のスプロケ
ットホールを穿設した後、基板の他の領域に実装時の搬送に使用する第２のスプロケット
ホールを穿設するＴＡＢテープの製造方法であって、第２のスプロケットホールをＴＡＢ
テープの加工時の銅箔エッチング工程と同時に穿設することを特徴とするＴＡ Bテープの
製造方法。
【請求項２】
　ＴＡＢテープの製造方法において、前記第２スプロケットホール穿設工程が、

【請求項３】
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絶縁性樹脂の両面に銅箔が積層されてなる基板

（ａ）前記ＴＡＢテープの両面のうち片側の面の銅箔及び絶縁性樹脂に外堀状の溝状の穴
を設ける工程と、
（ｂ）前記ＴＡＢテープの両面のうち前記外堀状の溝状の穴を設けた面の反対の面からエ
ッチングをして、基板部分のうち外堀状の溝状の穴に囲まれた部分を脱落させる工程と、
を含んでなることを特徴とする請求項１に記載のＴＡＢテープの製造方法。

絶縁性樹脂の両面に銅箔が積層されてなる基板の両端部に基板搬送用の第１のスプロケ
ットホールを穿設した後、基板の他の領域に実装時の搬送に使用する第２スプロケットホ
ールを穿設するＴＡＢテープの製造方法であって、
（ａ）第１のスプロケットホールを穿設する工程と、
（ｂ）第２のスプロケットホールを形成するため、基板の両面に形成した銅箔のうち、片



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体素子をプリント配線板上に実装するための半導体パッケージの部材と
して用いられるＴＡＢテープの製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　パソコンやＯＡ機器、家電製品、音響機器、ゲーム機などに代表される電子機器におい
ては半導体素子を直接プリント配線板上に実装することが難しい。そのため、半導体素子
はインターポーザーと呼ばれる基板に搭載された半導体パッケージという形態にしてから
、電子機器装置に実装することが多くなっている。
【０００３】
　実装作業において、プリント配線板上に半導体パッケージを搭載する自動実装機へのパ
ーツ供給を効率良く行わねばならない。そのため、テープ状（長尺帯状）のインターポー
ザー基板上に半導体素子を載せて、電気的な導電配線を施し、半導体素子周辺を樹脂封止
することでテープ状のインターポーザー基板上に所定の間隔を持って、連続した半導体パ
ッケージが作られる。これが一般に、ＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄ
ｉｎｇ）と呼称される。
【０００４】
　テープ状のインターポーザー基板の基板となるフイルム基板は、３５ｍｍ、４８ｍｍ、
７０ｍｍ幅が標準的なサイズといえる。フイルム基板の表面に銅めっきを施した後、レジ
スト塗布、レジストへのパターン露光、現像、エッチング、レジスト剥離といったフォト
エッチング処理を行い、フイルム基板上に配線層を形成したインターポーザー基板となる
。通常フイルム基板の幅方向の両端に四角い穴が所定の間隔で設けられている。前記四角
い穴をスプロケットホールと呼び、自動実装機の搬送系ではスプロケットホールに歯車の
歯をひっ けるなどしてインターポーザー基板の搬送を行っている。また、自動実装機の
搬送系は映画の映写機などの技術を応用したものなので、スプロケットホールに関する寸
法規格は映画などのフィルムの端についている四角形の穴と同じ規格で作られている。
【０００５】
　図５（ａ）に示すように、このスプロケットホールは、従来、インターポーザー基板を
製造する工程の最初に金型でフイルム基板を打ち抜いて形成していた。
【０００６】
　近年、量産性を考慮して１００ｍｍ以上の広幅のフイルム基板を使い、一度に、幅方向
に複数個の半導体素子を搭載できるよう、多条取りレイアウトでＴＡＢを製造することが
多くなってきている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　図５（ａ）は、多条取りレイアウトとした時のフイルム基板の事例を示す。なを、図５
の破線部は半導体素子が搭載される領域を示す。図に示すように、多条取りレイアウトに
おいては、フイルム基板の端部に加えて、内部領域にもスプロケットホールを形成する必
要がある。しかし、多条取りレイアウトにおいて従来どおり、工程の初期段階で必要なス
プロケットホールを形成してしまうと、テープの幅方向の端部だけではなく基材の内部ま
で貫通穴が開いてしまう。そのため、液状の配線パターン形成用レジスト樹脂のコーティ
ングの際、液状レジスト材が裏抜けしてしまったり、フイルム基板の片面だけに行う銅め
っき工程において、コーティングでは裏抜けしてしまったり、又は、薬液がスプロケット
ホールを通じて、裏抜けしない様にマスキングする手間が増えてしまうといった問題点が
あった。
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面の銅箔にフォトエッチング法にて作ったメタルマスクを解してレーザー照射する工程と
、
を含んでなることを特徴とする請求項１に記載のＴＡＢテープの製造方法。

か



【０００８】
　又、従来技術において、この前記問題点を解決する方法として、工程の初期段階に広幅
の基材の幅方向の端部のスプロケットホール列のみ設けておき、配線パターンの形成およ
び絶縁性樹脂層の形成した後で、基板の内部領域スプロケットホールを金型にて打ち抜く
方法がある。
【０００９】
　しかし、この方法の場合、同じ工程を２度行うため、打ち抜き装置の処理能力が半減す
るばかりでなく、打ち抜き前のＴＡＢテープは製品としては、ほぼ完成品となっているの
で、この工程で打ち抜き位置を間違えてしまうと、収量、収率に影響を及ぼすリスクの大
きい作業となる。
【００１０】
　本発明の課題は、多条取りレイアウトとしたＴＡＢテープの製造方法において、基板の
内部領域に形成したスプロケットホール貫通穴によって、レジスト樹脂のコーティング工
程時に、コーティング液の裏抜けする問題と、ＴＡＢテープの片面だけに行う銅めっき工
程時、裏面に薬液が裏抜けしない様に、内部領域に形成したスプロケットホールをマスキ
ングする手間が増える問題点を解消することにある。又、２度手間の打ち抜きによる収率
が低下する問題点を解消することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するための本願の請求項１に記載の発明は、絶縁性樹脂の両面に銅箔
が積層されてなる基板の両端部に基板搬送用の第１のスプロケットホールを穿設した後、
基板の他の領域に実装時の搬送に使用する第２のスプロケットホールを穿設するＴＡＢテ
ープの製造方法であって、第２のスプロケットホールをＴＡＢテープの加工時の銅箔エッ
チング工程と同時に穿設することを特徴とするＴＡ Bテープの製造方法である。
請求項２に記載の発明は、ＴＡＢテープの製造方法において、前記第２スプロケットホー
ル穿設工程が、
（ａ）前記ＴＡＢテープの両面のうち片側の面の銅箔及び絶縁性樹脂に外堀状の溝状の穴
を設ける工程と、
（ｂ）前記ＴＡＢテープの両面のうち前記外堀状の溝状の穴を設けた面の反対の面からエ
ッチングをして、基板部分のうち外堀状の溝状の穴に囲まれた部分を脱落させる工程と、
を含んでなることを特徴とする請求項１に記載のＴＡＢテープの製造方法である。
請求項３に記載の発明は、絶縁性樹脂の両面に銅箔が積層されてなる基板の両端部に基板
搬送用の第１のスプロケットホールを穿設した後、基板の他の領域に実装時の搬送に使用
する第２スプロケットホールを穿設するＴＡＢテープの製造方法であって、
（ａ）第１のスプロケットホールを穿設する工程と、
（ｂ）第２のスプロケットホールを形成するため、基板の両面に形成した銅箔のうち、片
面の銅箔にフォトエッチング法にて作ったメタルマスクに炭酸ガスレーザーを照射する工
程と、を含んでなることを特徴とする請求項１に記載のＴＡＢテープの製造方法である。
【００１４】
【作用】
　多条取りレイアウトのＴＡＢテープの製造方法において、ＴＡＢテープの製造工程の最
初の段階で必要なスプロケットホールを一度に形成する従来の方法から、ＴＡＢテープの
搬送用に必要なスプロケットホールを工程の最初の段階でテープの幅方向の端部のみ形成
し、基板の内部領域に形成する、半導体素子の実装時に使用するスプロケットホールは、
銅箔のエッチング工程と同時に開ける分割形成の方法に変更する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図を用いて説明する。
【００１６】
　図１に示す本発明のＴＡＢテープの平面図と側断面図である。まず長尺帯状の基板の両
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端部に形成するスプロケットホール１３は、従来通り金型にて打抜く方法で形成した。該
基板両端に形成する第１のスプロケットホール１３はＴＡＢテープを製造する工程で使用
する基板の搬送用ものである。次に、基板の内部領域には、半導体素子実装時に使用する
第２のスプロケットホール１４を形成している。スプロケットホール１４の形成は、基板
の両面に形成した銅箔のうち、片面の銅箔にフォトエッチング法にて、スプロケットホー
ルをエッチングして作るメタルマスクに炭酸ガスレーザーを照射する方法や、又は、ＵＶ
‐ＹＡＧレーザー加工機等にて、片側の銅箔とポリイミドとも同時に打ち抜く加工方法を
使い、内部領域スプロケットホールの外周形状とした外堀状の溝状の 穿設する。外堀
状の溝状の穴の囲まれた基板部位は他方の銅箔のみで保持される。すなわち、前記他方の
銅箔のみで保持された基板部位は、他方の銅箔をエッチングする工程の終了後に脱落する
。すなわち、前記外堀状の溝状の穴と、他方の銅箔のエッチング部とにより、貫通したス
プロケットホールが形成される。
【００１７】
　なお、最近では、片側に銅箔を接着した基材に適度な接着性のある銅箔複合材を張り合
わせた両面銅箔付の基材を使い、片面配線ＴＡＢを作ることもある。しかし、この本発明
の技術は両面銅付基材から作られる両面配線ＴＡＢテープのみに限定されるものではなく
、片面配線ＴＡＢテープにも適用可能な技術である。
【００１８】
　図２図３は本発明の製造工程を説明する工程図を示した物であり、図２（ａ）～（ｅ）
及び図３（ｆ）～（ｈ）は各工程の側断面図である。
【００１９】
　図２（ａ）は、両面銅箔付ポリイミド基板の断面を示す。
【００２０】
　図２（ｂ）は、打ち抜き金型で打ち抜きを行い両面銅箔付ポリイミド基板の端部に第１
のスプロケットホール１３を形成した断面を示す。
【００２１】
　次いで、ＵＶ‐ＹＡＧレーザー加工機等を用いて、内部領域のスプロケットホールの外
形を形成する外堀状の溝状の穴４、及び表裏面の銅箔間を電気的に接続するための導通用
非貫通孔５に対応した片面の銅箔にのみ穴を穿孔しており、他方の銅箔端そのままとして
いる。すなわち、穴４，５は他方の銅箔１２を残した非貫通の穴としている。図２（ｃ）
参照する。
【００２２】
　次いで図２（ｄ）は、穴４，５に形成面側から銅めっきを行う。銅めっきのより導通用
非貫通孔５穴内全面に銅めっきが付くことで、表裏面の銅箔間が電気的に接続される。
【００２３】
図２（ｅ）は、片方の銅箔側に配線パターンを形成するために所定の開口部を有するエッ
チング用レジストをパターン７を形成した。他方の銅箔１２の全面に保護用（エッチング
防止のため）レジスト（保護用感光性レジスト８）を形成した。
【００２４】
　図 （ｆ）は、塩化鉄液などをエッチング液として、銅箔をエッチングした後、レジス
トを剥膜を行う。これにより銅箔２側に所定の配線パターンが形成される。なお、他方の
銅箔１２側は、保護されているため、エッチングされずに残る。
【００２５】
　図 （ｇ）は、銅箔１２側に所定の配線パターンを形成するために、所定の開口部を有
するエッチング用レジストパターン７を形成する。なお、銅箔２側には保護用に全面塗布
した感光性レジスト１１を形成している。又、内部領域の第２のスプロケットホールを形
成する領域のレジストパターン７部位は、当該スプロケットホールと略同一の開口部を形
成している。
【００２６】
　図 （ｈ）は、他方の銅箔１２側にエッチングを行った後、レジスト ，１１を剥膜す
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る。本考案の方法で作成したスプロケットホールの断面を示す。端部スプロケットホール
１３と、内部領域に第２のスプロケットホール１４を有するＴＡＢテープが得られる。
【００２７】
　ここで、銅箔１２がエッチングされた際、内部領域スプロケットホール１４を形成すべ
き部位に残された基板部位は、支え なる銅箔１２がエッチングされ くなる、そのため
エッチング時、若しくは剥膜時に前記の残された基板部位は脱落して、最終的に内部領域
スプロケットホール１４が得られる。又、スプロケットホール 穴内全面に付着した銅め
っきも同時にエッチング除去される。
【００２８】
【実施例】
　本発明のＴＡＢテープの製造方法の一事例を図４に示す工程図（ａ）～（ｄ）によって
説明する。なお、図４は本発明を示す工程図の平面図と、該側断面図を並列して記してい
る。
【００２９】
＜実施例１＞
　図４（ａ）の基板は１０５ｍｍ幅であり、５０μｍ厚のポリイミド１、その両面に各々
厚み１２μｍの銅箔を表銅箔２と、裏銅箔１２を接着したテープ状基板を作製した。
【００３０】
　次に、このテープ状の基板の端部に、幅方向の中心線から左右に４６．５２ｍｍ離れた
位置を中心とする１．９８ｍｍ角の穴を２個１組としてテープ状基板の長手方向に４．７
５ｍｍずつの間隔で第１スプロケットホール３を金型を用いて、打ち抜き加工した。
【００３１】
　次に、図４（ｂ）は、内部領域に第２スプロケットホールの外形となる外堀状の溝状の
非貫通穴列４と、表裏間の導通用ビア用の非貫通穴５のパターンをＵＶ‐ＹＡＧレーザー
加工機にて形成した。なお、加工の際、他方の銅箔１２には貫通しないようにレーザー加
工したもので、穴４，５は他方の銅箔１２により非貫通となっている。
【００３２】
　ＵＶ‐ＹＡＧレーザーによる加工はレーザーをスポット状にしたものを決められた位置
に照射し、加工を行うもので、加工を始める際に基準となる点が必要である。本実施例に
おいては、レーザーで加工する非貫通穴の位置をある１つのスプロケットホールの重心位
置を基準とした。加工は、所定のピッチにて、同じ作業を繰り返し行った。又加工位置の
決め方について説明すると、最初に指定したスプロケットホールから光学的に重心位置に
算出し、レーザー加工を行い、次に長尺方向に４個先のスプロケットホールについて重心
位置を算出し、新たな基準とする様にして、連続的に加工を行った。
【００３３】
　レーザー加工機で作成する非貫通穴は、直径６０μｍの非貫通穴とし、レーザーは銅箔
２側の表面より照射した。
【００３４】
　なお、本実施例では、レーザー加工の基準として、スプロケットホールの重心位置を用
いたが、別方法として、スプロケットホールを形成する際に直径１００から５００μｍの
スプロケットホールより小さい貫通穴をスプロケットホールの外周部の近傍に作成し、こ
れをレーザー加工を行うスプロケットホールの基準とする方法もある。
【００３５】
　次いで、得られた非貫通穴に銅めっきすることで、表裏銅箔間の導通とる導通ビア９が
作られる。本実施例では、銅めっきを行う前に、レーザー加工で付着したススなどを除去
するために過マンガン酸カリウムの水溶液で基板表面の洗浄処理を行なった。次に、絶縁
材料であるポリイミドにも電気銅めっきが付くように無電解銅めっき処理を行った。この
際、スプロケットホール用のレーザー加工穴にめっきが入ってしまうが、銅めっきされて
しまっても問題ない。この点に付いては後述する。なお、電気銅めっきを行う前に、銅箔
２側にのみ銅が析出される様に、裏面の銅箔１２側は液状のレジスト材を全面に塗布して
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保護してから行った。
【００３６】
　図４（ｃ）は、上記銅めっき後、銅箔２および１２を所定の配線パターンに形成するが
、本実施例では、銅箔２側、銅箔１２側の順に別々にパターン形成を行った。手順は配線
を形成する側の銅箔に液状の感光性レジストをロールコーターで塗布し、配線パターンを
露光した後、感光性レジストを現像して、銅箔エッチング用のマスクを作成した。その際
、エッチング装置内に脱落する個片状のポリイミド部位が回収できる様であれば、この部
分のレジストによる保護は不要であるが、こうした機構がない場合、貫通していないスプ
ロケットホールの部分は感光性レジストによって、エッチングされないように保護する必
要がある。なお、反対側の銅箔がエッチングされないように液状の感光性レジストを全面
塗布した感光性レジスト８を形成し保護した。
【００３７】
　次に、表の銅箔２をエッチング処理し、感光性レジストを剥膜した。次に、裏面の銅箔
１２側の配線形成も銅箔２側と同様にして行った。すなわち、銅箔２側全面に保護用レジ
ストを形成し、銅箔１２側に配線パターン用の開口部を有するレジストパターンした後、
エッチングを行ったものである。この際、穴４で囲まれた内部領域スプロケットホール部
位面の他方の銅箔１２がエッチングが入る様に、当該部位には感光性レジストが無いよう
に開口部状態とした。
【００３８】
　他方の銅箔１２側のエッチング処理を行うと、前記銅箔１２側に所定の配線パターンが
形成されると同時に内部領域スプロケットホール部位面の銅箔もエッチングされ銅箔１２
による保持を失う。しかし、保護用レジストで保持されている。しかる後、感光性レジス
トを剥離すると、保護用レジストで保持されていた前記部位が（貫通していなかったスプ
ロケットホールの部分が）脱落する。貫通穴の状態となり、貫通している基板内部のスプ
ロケットホール１４が得られる。
【００３９】
【発明の効果】
　従来はパターニング用の感光性レジストの塗工をディップコートにより行っていたが、
本発明によりロールコーターで感光性レジストが塗工できる様になり、より狭い配線パタ
ーンをつくることができる様になった。製造工程でマスキングの手間が省け、製造効率が
向上する。又、二度手間によるパンチングに起因する収率の低下を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のテープキャリアの一例を示す概略図で、（ａ）は平面図で、（ｂ）は
側断面図である。
【図２】　本発明の製造工程を説明する工程図を示した物であり、（ａ）～（ｅ）は各工
程の側断面図である。
【図３】　本発明の製造工程を説明する工程図を示した物であり、（ｆ）～（ｈ）は各工
程の側断面図である。
【図４】　本発明の製造工程を説明する工程図を平面図及び側断面図で示した物であり、
（ａ）～（ｄ）は各工程の平面図及び側断面図である。
【図５】　従来の製造工程を説明する部分工程図を示した物であり（ａ）は従来の工程の
平面図で（ｂ）は本発明の工程の平面図である。
【符号の説明】
１…ポリイミド
２…銅箔
３…貫通している基板端部のスプロケットホール
４…
５…
６…銅めっき
７…
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８…保護用感光性レジスト
９…表裏導通ビア
１０…貫通している基板内部のスプロケットホール
１１…保護用感光性レジスト
１２…銅箔
１３…端部スプロケットホール
１４…内部領域スプロケットホール
１５…ＴＡＢテープ
１６…半導体素子搭載領域

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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